
 

 

                                                                                                   

Economic Trends                                        経済関連レポート 

子ども手当の経済分析           発表日：2009年7月21日(火) 

～家計は貯蓄率と就業率を低下させる反応～ 

               第一生命経済研究所 経済調査部 

             担当 熊野英生（℡：03-5221-5223） 

将来、子ども手当で教育費が賄われると予想すれば、家計はどう行動するだろうか。教育費に備える貯蓄が減らされたり、

教育費を稼ぐために働いていた配偶者は、就労を手控えるだろう。また、子ども手当に所得制限が設けられない場合、高

所得層がより高い教育サービスを受けるのに有利な状況は変わらず、相対的に低所得層が不利な立場が続く問題も残る。

民主党の政策は、財源を明らかにしない減税措置について、将来のどこかで説明を求められる。これまでの「歳出削減で

財源確保」という説明は、それが実際に着手されるまでの期限付き約束ということであろう。 

 

月額2.6万円の支給の手厚さ 
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民主党の主要政策に「子ども手当」創設が挙げられる。子

供が生まれてから義務教育期間である中学卒業まで、1人当

たり月額2.6万円（年額31.2万円）を支給される（初年度半

額月1.3万円）。民主党の方針では、中学卒業後も国公立高

校の授業料相当額が助成され、大学生にも無利子奨学金など

が援助されるので、家計の教育費用がかなり広範囲で補助さ

れるかたちになる。本稿では、これらの教育支援が、どうい

った経済効果を生み出すのかを検討してみたい。 

まず、なぜ、子ども手当2.6万円という数字が現れたのか

を考えると、1世帯当たりの教育費に相当する金額を援助す

るという発想があると推察される。総務省「家計調査」に基

づく教育関連費は、最近こそ１世帯当たり 2.0 万円（2008 年、

２人以上世帯）となっているが、過去の時系列データをみると1992～1998年の時期には2.5万円前後であった（図

表1）。ただし、1人当たりの教育負担は、2.0万円（2008年）は子供のいない世帯を含めた加重平均値なので、1

人当たりの子供の教育負担に変換して考える必要がある。そうした変換を行うと、18歳未満の子供人数が0.64人な

ので、2.0万円を加重平均の人数で割り戻すと、18歳未満１人当たり3.1万円と大きくなる。こうした一連のデー

タ確認をしてみると、子供さえ居れば1人当たり2.6万円をサポートという根拠は、それほど正確に計測されたも

のではなさそうである。 
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注：2000年までは農林漁業世帯を含まず、それ以降は含む世帯ベース。

(図表１）家計の教育関係費の推移

月2.6万円の水準

世帯の18歳未満の人数で割り戻した1人当たりの金額

視点を変えて、1人当たり毎月2.6万円という子ども手当が支給されたならば、どの年齢、どの所得階層の教育関

連費用が全額カバーされるだろうか。総務省「家計調査」では、世帯主年齢別には、加重平均の人数で割り戻した1

人当たり教育関連費が2.6万円以下になるのは、45歳未満の年代の範囲内になっていた。推察すると、子供が中

学・高校・大学と大きくなるほどに負担が加速する下で、だいたい中学生になる直前までは月2.6 万円（子供 12 歳、

夫42歳、妻40歳）でカバーされるようだ。また、年収別では、世帯の経常収入が月40万円以下のクラスター（全

体の61.3％、世帯2人以上の勤労者）の世帯の教育関連費用が月2.6万円で収まるという結果になっていた。これ

らの結果からは、月額2.6万円の金額はかなり手厚い印象になる。 

 



 

 

                                                                                                   

家計貯蓄率と若年就業率は低下していく作用 

次に、こうした家計の教育関連費用が、公的支援で肩代わりされると何が起こりそうかという作用を考えてみた

い。思想としては、これまでの福祉制度は、就労を迎える前の未成年者よりも、就労期を終えた高齢者を社会保険

で支援することに軸足が置かれてきた。一方、家庭が子供を養育するときは、教育の義務的範囲は支援しても、そ

れ以上のレベルの教育や育児の基本部分は自助が求められてきた。おそらく、子ども手当が導入されると、社会的

に少子高齢化を是正する政策目標が重視されて、政府が支援する子育てに介入する範囲が一気に拡大するというバ

ランスの変化が起こるだろう。 

ここで注目したいのは、家計の将来負担に対する備えが、私的貯蓄もしくは公的貯蓄によって支えられてきたと

いう関係である。長い間、日本の家計貯蓄率（私的貯蓄）の高さを説明する要因として、公的貯蓄の少なさが、私

的貯蓄の厚さと裏腹の関係にあると指摘されてきた。仮に子ども手当が持続的に実行されて、子育てコストが公的

に支援されるようになると、今まで家計が、私的貯蓄で支えてきた教育資金など部分が少なくて済むようになる。

すると、家計は将来消費（教育費）への備えを手控える分、能動的に家計貯蓄率を低下させる可能性がある。特に、

若年世代は、元本の目減りを嫌がるという貯蓄目的の下、預貯金・保険といった定期・定額積立の貯蓄種類を割り

当ててきた。この貯蓄率低下に反応して、銀行・保険会社では、これまで資金流入していた部分が減ってしまうこ

とが予想される。 
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（図表2）人口の年齢別構成の推移
公的貯蓄・私的貯蓄を合算すると、ほぼ

一定割合が確保されるという家計行動の原

則は、日本の人口構成についても裏付けら

れている。人口構成の中で、20～59歳の

勤労世代が占める割合は、1960年代から

ほぼ一貫して50％台で推移している（図

表2）。つまり、勤労世代が経済的に支え

てきた未成年者と高齢者の比重もほぼ一定

だったという事実である。 

もうひとつ、重要なのは、子育て費用を自己負担する作用が解消されると、配偶者の就労行動も変化してしまう

影響である。これまでは、配偶者が働く動機として、子供の教育費用を賄うという目的が大きく存在していたと考

えられる。今後、その反対の動機として、子育ての負担※が減れば、若年配偶者の就労動機が低下して、労働供給が

減る結果を導くと考えられる。 

※子ども手当の財源確保のために、配偶者控除が廃止された場合には、その分、労働供給が減る作用が減殺される。配偶者控除によっ

て増税される所得税・地方税は、概ね年間7.1万円と、子供手当て年間31.2万円の範囲内。 

 

子ども手当にはバラマキ防止措置が必要 

教育費用に関する国の援助は、日本国憲法により義務教育は無償と定められている。子ども手当は、それ以上の

範囲を現金支給という自由度の高いかたちで支援するものである。すでに義務教育の無償化は補償されているので、

子ども手当がカバーするのはそれを越える範囲になるのだろう。その場合、子ども手当の使途に制限をつけないと、

教育費用とは関係ない使途にまで給付された現金が使われて、手当ての趣旨が曖昧になる。そうした曖昧さは、子

供のいない世帯がなぜ減税を受けられないかという批判を生むことになるだろう。現金給付という公的支援の方式

は、厳格さが低下する点において問題がある。 

そうした弊害を防止するには、必需的な財サービスの購入に関して、購買者の側ではなく、供給者の側に価格補
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助を設けた方が厳格性を保てる。公的支援を、塾・家庭教師費用、子供の衣料費・食料費などの使途を特定して、

価格補助ないし、経費申請を認めることが、厳格性を保つためのセカンドベストの方法になるだろう。 

もうひとつ、公平性の観点からみれば、高所得層に対してまでも支援を必要とするかという問題点もある。高所

得者は、子供のために必要最低限の教育費用をかけられないことに困ってはいない（むしろ、かけ過ぎには困って

いる）。そうした人々にまで、公的サポートを用意する必要が果たしてあるのだろうか。 

筆者は、バラマキ批判に配慮するために、子供手当てには支給対象の所得制限を課すのが当然だと考えるし、そ

のための技術的な整備も不可欠だとみる。仮に、子育て支援によって、低所得層への経済的ハンディを解消させる

という意味合いを強めるのならば、現金支給ではなく、税額控除のかたちで経費申請を認めることが最も望ましい

方法であろう。 

 

教育費をサポートする根拠を確認する 

前述したように、誰のための教育費のサポートなのかとい

う支援の範囲を明確にすることは極めて重要な論点である。

義務教育の範囲内ですべての教育費をサポートするのは、国

民の権利だとしても、それ以上の範囲でサポートをすること

には公平性の観点で問題が生じる。それは、経済的格差を背

景にした教育内容の格差が助長される可能性があるからだ。

専門家の間ではよく知られている事実であるが、教育費ほど

必需的ではない
．．．．．．．

支出はない。簡単に言えば、お金持ちほど負

担をいとわずに教育費支出を増やすということである。その

証拠に、総務省「家計調査」（2008年）では、所得に対す

る財サービス別の支出弾性値が最も高いのは補助教育費

（4.22）であり、教育費全体（3.20）でも他項目よりも高い

ことが確認できる（図表3）。支出弾性値とは、消費支出が

1％増えたときに、各費目が何％増減するかという係数であ

る。支出弾性値が1以上の項目は選択的支出（奢侈品）に分

類される。 

（図表3）支出項目別にみた支出弾性値

全世帯（2人以上） 勤労者世帯
食料 0.68               0.76                  
住居 0.16               -0.36                
光熱・水道 0.40               0.45                  
家具・家事用品 0.93               0.89                  

家庭用耐久財 1.19               1.19                  
被服及び履物 1.71               1.54                  
保健医療 0.42               0.70                  
交通 1.66               1.96                  
通信 0.98               0.52                  
教育 3.20               2.10                  

授業料等 2.98               1.90                  
教科書・学習参考教材 3.15               2.29                  
補習教育 4.22               2.96                  

教養娯楽 1.30               1.43                  
教養娯楽用耐久財 1.37               1.69                  
教養娯楽サービス 1.56               1.70                  

宿泊料 1.71               2.08                  
パック旅行費 1.47               2.30                  
月謝類 2.35               2.00                  

その他の消費支出 1.18               1.41                  
身の回り用品 2.06               1.84                 

出所：総務省「家計調査」（2008年)

「教育費は必需品」という直感的に述べる人が多い背景には、子供の教育に集中的にお金をかけたいという願望

が強くそこに表われている。つまり、経済的に余裕のある人にまで現金支給すると、その資金がより高級な教育サ

ービスへと向かう競争を促す可能性がある。限られた教育機会に対して、経済的余裕のない人と、余裕のある人が

同額の現金支給を受けて競争したならば、経済的余裕のない人がその立場を改善できない問題が残される。裕福な

人ほどに高額の教育サービスを受けられるという傾向が、公的な教育支援を通じて、社会的に許容できない範囲ま

でに広がらないように、十分に配慮することは必要だろう。 

 

消費刺激効果 

家計の教育費に対する経済的負担を、政府が肩代わりする措置は、公平性の観点を無視して考えると、消費刺激

効果は相対的に大きいとみることができる。なぜならば、２つのルートで家計の需要シフトが起こると予想される

からである。１つは、家計が、子供の教育費に優先的に割り当ててきた資金が自由になると、その資金はよく似た

性格の消費使途に使われると考えられるからだ。 
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教育費は前述したように、支出弾性値が高い消費費目である。おそらく、ある家計が限られた所得を、優先的に

教育費に回している場合、支出弾性値の高い別の消費支出が潜在的に我慢されていると考えられる。もしも、そう

ならば、教育負担に対して、現金支給や無償化・助成が行われることで、家計が我慢していた別の支出弾性値の高

い使途に新たに資金が回る※※ことになろう。例えば、子供のための使途として、塾・習い事の月謝や、受験費用に

回ることがあり得る。別の分野では、身の回り用品、洋服・家具・外食なども弾性値の高い支出である。 

※※教育費の負担が軽減されたとき、家計がそこで生じた資金をどうするかについては、①貯蓄に回る、②必需品の消費に回る、③奢

侈品の消費に回る、という３つの選択肢がある。おそらく、①と②ではないだろう。そう考えても、子ども手当によって、教育費

と使途が競合する分野で支出が振り替わると考える方が妥当であろう。 

もう１つのルートは、家計が自分たちが将来子供のために負担しなくてはならない支出の減少を予想して、現在

消費を増やす作用※※※である。子供手当ては、異時点間の消費・貯蓄選択の配分を見直しさせて、現在消費を増やす

（使途を特定せず全般的に）。家計貯蓄率が低下することは、消費刺激と通じる作用である。 

※※※逆説的に家計貯蓄率が上昇するケースもある。仮に、民主党政権と子供手当てがごく短期間で終わると家計がみれば、現金支給

額はそのまま貯蓄されて、将来、子供手当てがなくなった場合に備えられる。民主党政権の誕生とは矛盾するシナリオである。 

 

子ども手当の規模 

もしも、子供1人に年額31.2万円の現金支給が行われると、その規模は日本全体でどのくらいになるだろうか。

2008年10月の15歳以下人口1,836.7万人で乗じると、年間5.7兆円と、名目ＧＤＰ比1.2％にも及ぶ。現状での

教育関連費の支出規模が、1世帯2.0万円×3,461万世帯＝8.3兆円というスケールに比べても、子供手当ての需要

創出規模がどれだけ巨大化が推し量られる。 

しかし、それが需要創出効果として大規模であっても、中長期的に、生産力の増加に寄与するかどうかについて

は慎重に考えねばならない。すなわち、教育産業は、若年人口（未成年）が減少を続けている影響で、長期間にわ

たって市場全体が縮小傾向を余儀なくされているからだ。市場の成長は、その分野で生産性向上が起こって、供給

能力と需要が相乗効果を持って膨張していく必要があるが、子供手当てによってそうしたプロセスがすぐに起こる

とは考えにくいからだ。子供手当ては、教育分野が成長市場になるかどうかとは異質の問題のように思える。 

 

財源問題は宿題 

民主党の政策は、全般的に財源問題がウィークポイントになっているように見受けられる。子供手当ての5.7兆

円がどのように捻出されるかは、配偶者控除・扶養者控除を全廃して捻出できる2.5兆円程度では足りない。残り

を歳出削減で賄うという説明は、その実効性に不確かなところがある。「無駄をなくす歳出削減」というが、歳出

削減には需要抑制効果があるので、子供手当ての需要拡大効果は部分的に減殺されることになる。 

財源の当てのない減税は、その持続可能性が疑われる点で、その政策効果も定着しにくい。政府債務の持続可能

性を無視していても、それは暗黙のうちにギャンブルを繰り返しているのと同じで、将来のどこかの時点で歳出削

減なりの実績を示さなければ、長期金利上昇などのかたちで副作用が表れる。財源に対する曖昧さは、その回答が

延期されているうちは無視できても、一旦副作用が表面化すれば、その解消を除去するために、民間部門を含めて

多大なコストを強いられる。現状、「歳出削減をすれば財源の穴埋めができるはず」という約束は、それが実行さ

れていないので、まだ現実味を残しているが、実際に民主党が政権を取れば否応なくその約束の履行を迫られるで

あろう。さらに、歳出削減が成功しなかったときには、その負の実績が野党からの攻撃対象になるというリスクに

は留意しておく必要があるだろう。このように、財源問題は、民主党にとって政権を奪取するまでに、その詳細な

解答を用意しないといけない宿題のようなものである。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


